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富山県告示第381号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                     富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

ウエルシア薬局 
富山中川原店  

富山市中川原 
383番地１  

精神通院医療 
  

 
 
  

令和３年９月１日 
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富山県告示第382号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

オーク薬局 水 
橋店  

富山市水橋肘崎 
433番３  

精神通院医療 
  

 
 
  

令和３年８月１日 
  

 

 

富山県告示第383号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

クスリのアオキ 
経堂薬局  

富山市経堂三丁 
目７番22号  

精神通院医療 
  

 
 
  

令和３年９月１日 
  

 

 

富山県告示第384号 

   指定自立支援医療機関の指定について 
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

スギ薬局 赤江 
店  

富山市上赤江町 
二丁目２番28号  

精神通院医療 
  

 
 
  

令和３年８月１日 
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公      告 
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公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和２年９月25日から令和３年７月30日まで 

３ 作業地域 

  小矢部川 

  ・小矢部市 ・高岡市 ・射水市 ・南砺市 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 



  4  令和３年９月 10日    富 山 県 報          第 4834号   

 

定により、国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和２年９月25日から令和３年７月30日まで 

３ 作業地域 

  庄川 

  砺波市・高岡市 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和３年３月22日から令和３年７月30日まで 

３ 作業地域 

  小矢部川、庄川 

  ・小矢部市 ・高岡市 ・射水市 
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開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 
 
砺波市堀内57番１、58番 
１、59番１、59番３、60 
番、61番１、507番の一 
部、1011番、1012番の一 
部、58番３の一部及び59 
番２の一部  

同 左 
道 路 
公 園 
下水道 

砺波市栄町６番27号 米原商事株式 
会社 

 

 

随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県庁情報通信網（庁内LAN）クラウド型テレワークサービス利用契約 一 

 式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県知事政策局デジタル化推進室情報システム課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和３年８月２日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  NECキャピタルソリューション株式会社富山営業所 富山市牛島新町５番５号 

５ 随意契約に係る契約金額 
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   375,884,520円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号に掲げる場合に該当するため 

 

 

農地を利用する権利の設定の裁定 

 下記農地について、農地法（昭和27年法律第 229号）第41条第２項において読み 

替えて準用する同法第39条第１項の規定に基づき、利用権を設定する裁定をしたの 

で、同法第41条第３項の規定に基づき公告する。 

  令和３年９月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 農地の所在等 
 

所在及び地番 登記地目 現況地目 面積（平方メートル） 

魚津市川縁字西川原 1287番７ 原野 田 383 

２ 農地を利用する権利の内容等 
 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

利用権 令和３年 12月 31日 20年 10,720円 

３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び 

 主たる事務所の所在地 

  公益社団法人 富山県農林水産公社 理事長 須沼 英俊  

  富山市舟橋北町４番19号 

４ 農地の所有者等の情報 

  亡大川房友相続財産    

５ 補償金の支払の方法 

  当該農地を利用する権利の始期までに富山地方法務局魚津支局に供託する。 

６ 補償金の還付について 
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  農地の所有者等は富山地方法務局魚津支局において、補償金の還付を受けるこ 

 とができる。 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正     誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和３年３月24日付け号外⑵富山県人事委員会規則第４号「富山県職員等の旅費 

に関する規則の一部を改正する規則」様式第３号甲中 

 誤     
 

級・号給 
受命者氏名 

債主コード 

 正 
 

級・号給 
請求者氏名 

債主コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8  令和３年９月 10日    富 山 県 報          第 4834号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和３年９月10日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    

                       電話富山 076―444―3153番 


